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   大口町公共下水道承認工事取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）第

１６条に規定する公共下水道管理者の承認を受けて公共下水道管理者以外の者

が行う公共下水道の施設に関する工事（以下「承認工事」という。）について必

要な事項を定めるものとする。 

 （実施設計承認の申請等） 

第２条 法第１６条の規定により承認工事を行おうとする者は、別に定める大口町

下水道工事施行基準（以下「施行基準」という。）に基づき、公共下水道の施設

に関する工事の実施設計承認申請書（様式第１）を町長に提出しなければならな

い。 

２ 町長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、適当と認めたと

きは、承認するものとする。ただし、その承認に法第３３条の規定に基づき条件

を附することができる。 

３ 前項に規定する承認を受けた者（以下「施行者」という。）がその承認を受けた

内容を変更しようとするときは、実施設計変更承認申請書（様式第２）を町長に

提出しなければならない。 

４ 町長は、前項の規定により提出された実施設計変更承認申請書の内容を審査し、

適当と認めたときは、承認するものとする。 

 （承認工事の施行） 

第３条 承認工事は、施行基準に準拠した範囲で施行しなければならない。 

 （権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 施行者は、承認工事に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は

担保に供してはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書（様式第３）によ

り町長の承認を受けたときは、この限りでない。 

 （工事の着手及び完了の届出） 

第５条 施行者は承認工事に着手したときは着手届（様式第４）を、承認工事が完
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了したときは完了届（様式第５）を、直ちに町長に提出しなければならない。 

（完了検査） 

第６条 完了検査は、公共工事検査要領（昭和５６年大口町要綱第４号）及び愛知

県土木部工事検査基準に基づき、出来形図書、工事写真、現地の検査等により行

うものとする。 

 （検査結果の通知） 

第７条 町長は、前条に規定する検査に合格した場合は、検査合格通知書（様式第

６）により施行者に検査結果を通知するものとする。 

 （施設の帰属） 

第８条 承認工事により設置された下水管から汚水公共ますまでの公共下水道施設

は、前条に規定する検査合格通知後町へ帰属するものとし、施行者は、寄附採納

願（様式第７）に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

 （その他必要事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

   附 則（平成８年９月２６日 大口町告示第４７号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和６年１２月２４日 大口町告示第１３６号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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様式第１（第２条関係） 

実施設計承認申請書 

年  月  日 

大 口 町 長 様 

    住  所 

申請者 氏  名 

    電話番号 

公共下水道の施設に関する工事の実施設計の承認を受けたいので次のとおり申

請します。 

工 事 名  

路 線 名  

工 事 場 所  

工 事 の 種 別 １本管布設  ２取付管布設  ３汚水公共ますの設置 

工 事 の 概 要  

工事の実施方法 １直営 

２請負 請負業者 住 所 

         氏 名 

工事の施行期間     年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 を 必 要 

と す る 理 由 

 

添 付 書 類 １位置図   ２平面図・縦断図 ３横断図 

４構造詳細図 ５その他詳細図  ６材料使用内訳 

下欄は、記入しないでください。 

年  月  日 

上記のことについて、下水道法第１６条の規定に基づき次のとおり承認します。 

大口町長          

承 認 番 号 年  月  日    第   号 

工事の施行期間 年  月  日から    年  月  日まで 

承 認 条 件  
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様式第２（第２条関係） 

実施設計変更承認申請書 

年  月  日 

大 口 町 長 様 

    住  所 

申請者 氏  名 

    電話番号 

次のとおり、公共下水道の承認工事に関する実施設計の変更を承認してください。 

区   分 変  更  前 変   更   後 

承認年月日番号 年  月  日    第  号 

工  事  名  

路  線  名  

工 事 場 所  

工 事 の 概 要  

工事の施行期間 年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日から 

年  月  日まで 

変 更 の 理 由  

備     考  

下欄は、記入しないでください。 

年  月  日 

 上記のことについて、下水道法第１６条の規定に基づき次のとおり変更承認します。 

                    大口町長 

承 認 番 号 年  月  日    第  号 

工事の施行期間 年  月  日から    年  月  日まで 

承 認 条 件  



- 5 - 

様式第３（第４条関係） 

権利義務譲渡等承認申請書 

年  月  日 

大 口 町 長 様 

    住  所 

譲渡人 氏  名 

    電話番号 

    住  所 

譲受人 氏  名 

    電話番号 

次のとおり、公共下水道の承認工事に関する権利義務の譲渡等をしたいので承認し

てください。 

承認年月日番号 年  月  日  第  号 

工  事  名  

路  線   名  

工 事 場 所  

譲 渡等 の種 別 １ 譲渡  ２ 貸与  ３ 担保 

譲 渡等 の理 由  

譲渡等の年月日 年 月  日 

下欄は、記入しないでください。 

年  月  日 

次の条件を附して承認します。 

大口町長          

承 認 条 件  
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様式第４（第５条関係） 

着 手 届 

年  月  日 

大 口 町長 様 

    住  所 

施行者 氏  名 

    電話番号 

次のとおり、工事が着手したので届け出ます。 

承認年月日番号 年  月  日   第  号 

工 事 名  

路 線 名  

工 事 場 所  

工 事 の 種 別 １本管布設  ２取付管布設  ３汚水公共ますの設置 

工事の施行期間 年  月  日から    年  月  日まで 

請 負 業 者 

住 所 

氏 名 

電 話 番 号 

 

摘 要  
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様式第５（第５条関係） 

完 了 届 

年  月  日 

大 口 町 長 様 

                    住  所 

                施行者 氏  名 

                    電話番号 

次のとおり、工事が完了したので届け出ます。 

承認年月日番号 年  月  日   第  号 

完 了 年 月 日 年  月  日 

工 事 名  

路 線 名  

工 事 場 所  

工 事 の 種 別 １本管布設  ２取付管布設  ３汚水公共ますの設置 

工事の施行期間 年  月  日から    年  月  日まで 

請 負 業 者 

住 所 

氏 名 

電 話 番 号 

 

添 付 書 類 １出来形表（平面図・縦断図を添付） 

２工事記録写真 
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様式第６（第７条関係） 

検査合格通知書 

第      号 

年  月  日 

様 

大口町長              

承認年月日番号 年  月  日  第  号 

検 査 年 月 日 年  月  日 

工 事 名  

路 線 名  

工 事 場 所  

工 事 の 種 別 １本管布設  ２取付管布設  ３汚水公共ますの設置 

工事の施行期間 年  月  日から   年  月  日まで 

上記工事は、完了検査の結果合格と認める。 
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様式第７（第８条関係） 

寄 附 採 納 願 

年  月  日 

大 口 町長 様 

    住  所 

施行者 氏  名              ㊞ 

    電話番号 

    年  月  日付け  第  号で検査合格通知のありました次の施設を寄

附しますので採納してください。 

寄 附 物 件 １本管布設延長 

２人孔 

３取付管布設 

４汚水公共ます設置 

ｍ 

箇所 

箇所 

箇所 

物件所在地  

添 付 書 類 １竣工位置図 １／２，５００ ２竣工平面図 １／５００ 

３竣工縦断面図 Ｈ＝１／５００ Ｖ＝１／１００ 

４竣工人孔詳細図 ５竣工取付管詳細図 

６竣工取付管平面図 

（注）マイラー図及びマイクロ写真（アパーチアカードに貼付）で提出すること。 

下欄は記入しないでください。 

第   号 

上記物件について受理いたします。 

     年  月  日 

大口町長          □印 

 


